
課題の把握
解決策の検討

立案依頼

参議院議員

可決・成立

政策判断

立法政策の策定

党内調整など

議員間の意見交換
有識者へのヒアリング
　　　　　　　　　など

国会審議

法律案の発議（提出）

法律案の策定

党内手続
他党との調整

参議院法制局

法律案要綱の作成

立法を行うか否かを含む
解決策の検討の段階から
サポートすることも多い

関係省庁との協議など

回答
・論点整理
・代替案の提示

調査・検討
・現行法制度、行政の
  対応等の調査
・依頼趣旨にかなう
  合理的施策等の検討

依頼受理
　依頼の趣旨の確認　

条文化作業

局内審査・決裁・
議員への手交

党内会議における
説明の補佐

答弁補佐等
　・議員の答弁補佐
・法制面に関する質疑
  に対する答弁
　
　

立案の主な流れ立案の主な流れ

　

議員立法と参議院法制局の役割

参議院法制局の職務

議員立法とは

　国の唯一の立法機関である国会に法律案を提出できるのは、各議院
の議員と内閣です。
　このうち、各議院の議員が法律案を提出して行われる立法を議員立
法と呼んでいます。
　議員立法には、議員が一定数の賛成者を得て発議するものと、委員会
がその所管に属する事項に関し委員長を提出者として提出するものな
どがあります。

参議院法制局の役割

　参議院法制局は、依頼議員の政策を形式的に条文化するだけでなく、
依頼議員の政策の具体化についても法制的な面からサポートを行うと
いう、参議院議員の立法活動において極めて重要な役割を果たしてい
ます。
　法的に困難ではないかと思われる依頼であっても、依頼の真意をく
み取って、法的に問題なく、かつ、議員が満足できる形に再構成して
提示することも、議員の立法活動に対する補佐機関としての参議院法

制局の重要な職務です。
　法的な合理性を確保しつついかに依頼の趣旨を実現させるかが、法
律の専門家としての参議院法制局職員の腕の見せどころです。
　これらの職務を全うするため、参議院法制局職員には、経済・社会
の変化を的確に捉えながら、法律の専門家としての力量を発揮するこ
とが求められています。

議員立法の特色・意義

議員立法の特色

　議員立法には、司法・行政に対して大きなインパクトを有するものや
国民生活に密接に関係するものが多く見られます。ストーカー規制法、
ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）防止法、性同一性障害者性別取扱特
例法、自殺対策基本法、東日本大震災対策のための各種法律、ヘイトス
ピーチ解消法など、その時々の国民的な要請に基づき国民を代表する
国会議員が提出することが期待されているもの、既存の行政の枠組みの
中では対応しにくく、政治的な決断が求められているものなどがあるか
らです。
　また、議員立法には、タイムリーな問題に対応するため、スピード感を

求められることが多い一方で、特定のテーマについて専門知識や高い関
心を持つ議員を中心に勉強を深め、合意形成を図りながら、法政策を練
り上げていく場合もあります。

“つくる”ことの意義

　議員立法は、その法律案が成立することにのみ意義があるわけではあ
りません。
　議員立法は、議員や政党の政策を表明し、その議論を喚起する手段で
もあり、内閣提出法律案（閣法）の対案として独自の政策を表明するも
の、政府の対応が遅れている分野について先駆的な政策を表明するも
のなどがあります。

“成立しない＝終わり”ではない

　先駆的な政策を内容とする法律案は、すぐには成立しなくても、後に
各党の調整を経て成立することや、内閣提出法律案として提出されて成
立することも多くあります。そのような例としては、男女雇用機会均等
法、育児休業法、製造物責任法、情報公開法、公益通報者保護法、被疑
者の取調べの録音・録画制度を導入する刑事訴訟法の改正、孤独・孤立
対策の推進法などがあります。また、租税特別措置の適用状況の透明化
など、政権交代によりかつての野党案である議員立法の内容が内閣提
出法律案として提出されて成立することもあります。

　依頼議員の現状認識、立法の目的、念頭に置
いている手段等について確認する。

　立法の必要性に関する社会的事実等を調査・
精査した上で、立法内容の合憲性、法律事項など
の法的適格性の有無、目的と手段との関係、現行
法体系との整合性等を検討し、必要ならば依頼
の趣旨にかなう代替案も検討する。
　各自の検討結果について課内で議論。課長か
ら若手職員まで知恵を出し合って、法的に、あらゆ
る面から、依頼内容の実現の可能性を追求する。

　法律案要綱について依頼議員の了解が得られ
ると、条文化作業に入る。表現の正確性・明確性・
分かりやすさ、他法との関係等に配意しながら、
立法技術を用いて精緻に作業していく。

　法律案の原案ができると、部長・法制次長・法
制局長による局内審査が順次行われる。内容・表
現両面について厳しく審査される。審査が完了す
ると、決裁を経て依頼議員に手交する。

　委員会での法案審議に当たっては、依頼議員
のために関係資料の作成、質疑内容に関するレ
クチャー等の補佐を行う。ときには法制局職員が
法制面に関する質疑の答弁に立つこともある。法
律案の成否に関わるだけに、気は抜けない。

法律案の立案1
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参議院法制局の職務

修正案の立案2
　国会に提出された法律案が審議される場合、その法律案の一部に変更を加えよう
とすることがあります。この場合、議員は、動議という形で修正案を提出することができ
ます。
　修正案には様々なものがありますが、政治的に問題となっている法律案について政党
間の協議に基づき修正を行う場合や、法律案の内容の一部について独自の政策を表明
する場合など、法律案の実質的な手直しを行うものが多くあります。
　修正案の場合、法律案審議の最終局面となって初めて内容が確定し、採決までの限
られた時間の中で立案作業を行わなければならないこともあります。また、一つの法律
案に対していくつもの修正案が提出されることや、与野党が対立し緊迫した場面で修正
案が提出されることもあります。
　このため、参議院法制局職員は、修正案の作成に当たっては、特に政治情勢や各会派
の法律案に対する態度を見極めて迅速かつ的確に対応することが求められています。

法制に関する調査3
　参議院法制局は、参議院議員からの依頼に応じて法制に関する調査・回答を行います。
　議員からの依頼には、現行法令の解釈の確認、政策などの法的問題点の検討、学
説・判例の調査・分析、国内・国外法令の調査・整理、法案審議の際の法的な助言など
様々なものがあり、これらの依頼について、法律に関する高い専門性を駆使して調査・
回答を行うところが参議院法制局の特色です。
　これらの調査の結果、依頼議員の核心を突いた質疑等により有益な答弁が得られ
ることや、立法による解決が必要になるとして議員立法につながることもしばしばあり
ます。
　参議院法制局職員は、議員からの様々な依頼に対し、その意向・関心に寄り添い、的
確に対応することができるよう、日頃から、法律の専門家として、所管分野の法制度を
中心に法制全般について理解を深めるとともに、広く社会経済情勢に目配りすること
が求められています。

憲法改正原案の立案など

憲法改正原案の立案も職務の一つに

　憲法改正の発議の手続、国民投票の実施手続などが法律に定められ、憲法改正原案の
国会における審議も今後想定されます。
　議員の法制に関する立案に資するために置かれている議院法制局は、憲法改正原案に
ついて、議員の依頼を受けてその立案を行うことなどもその職務に含まれます。

憲法審査会における補佐

第217回国会（令和７年通常国会）においては、参議院の緊急集会の要件につい
て、法制局長が説明を行うとともに、委員からの質問に対して答弁を行いました。

参議院法制局の組織

　参議院法制局は、事務部門として参議院事務局と同様に参議院に置かれ、法制局長のほか75名の職員で構成されています。
　参議院法制局の組織としては、法制局の事務を統理し、職員の任免権を持つ法制局長以下、局務を整理し、各部課の事務を監督する法制次長の下に、
立案部門（基本法制監理部、第一部から第五部まで及び法制主幹）及び庶務部門（総務課）が置かれています。
　立案各課の担当する立案等の事務は、常任委員会等の所管に対応して割り振られています。
　総合職として採用された職員は、立案部門に配属されます。異動を通じて幅広い分野の法制度に触れつつ、立案の視座、技術などについて研鑽を重ね
ていきます。

　「法制局」には、他にも「衆議院法制局」や「内閣法制局」といった
機関が存在します。衆議院法制局については、議員の立法活動を法
制的な面から支えるという点では参議院法制局と同じですが、衆
議院法制局は衆議院に提出される法律案を、参議院法制局は参議
院に提出される法律案を担当するという点で異なります。
　また、内閣法制局については、自らは法律案を作成せず、省庁が
作成した法律案などの審査や法令の解釈を行うことを通じて内閣
を補佐する機関であるという点で、所属政党を問わず個々の議員
を補佐して法律案の作成から審査までを担う参議院法制局と異
なります。

他の「法制局」との違い

　参議院事務局では、本会議や委員会の運営、議員の政策立案の
支援、参議院の国際交流の支援を行うなど、参議院を多角的にサ
ポートしています。特に、委員会等をサポートしている調査室は、議
員立法についても、議員が政策を検討するための材料として様々な
統計データなどの資料を作成したり、予算を伴う法律案である場
合に施行に要する経費の算定を行ったりしますが、法律案の立案
を行うわけではないという点で、参議院法制局と異なります。

参議院事務局との違い

　中央省庁では、自ら政策を立案し、実施するのに対し、参議院法
中央省庁との違い

制局では、議員からの依頼に基づいて法制的な面から議員の政策
実現のサポートを行います。また、法律案の作成は、中央省庁では
予算案の作成や所管する法律の執行などの数多くある業務の一つ
ですが、参議院法制局では第一次的な業務であり、ほとんどの職員
が常時法律案の作成に携わっています。
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基本法制監理部
基本法制課 憲法等

法令監理課 法律案等の審査、法令情報の整備・提供等

第一課 国家基本政策、議院運営、懲罰

第二課 内閣、行政監視

第一課 厚生労働(厚生)

第二課 厚生労働(労働)、経済産業

第一課 総務

第二課 農林水産、環境

第一課 財政金融、予算、決算

第二課 外交防衛、国土交通

第一課 法務

第二課 こども家庭、文教科学

総務課 人事、文書、会計、情報処理、図書等

第一部

第二部

第三部

第四部

第五部

法制主幹 法制局長の特命事項

コ ラ ム 他機関との違い
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